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◇印は、懲役のみ又は懲役及び罰金の併科（選択的併科）

※印は、情状により懲役及び罰金を併科することができる

下線部が今回の改正部分

銃砲刀剣類所持等取締法上の罰則

　　 銃砲弾の製造

　　　 同営利目的

 ３年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は併科
 （→７年以下の懲役又は300万円以下の罰金）

 ３年以上の有期懲役

 無期又は５年以上の懲役、500万（→3,000万）円以下の罰金併科◇

 10年以下の懲役、500万円以下の罰金併科◇

銃
砲
・
刃
物
関

け
ん
銃
本
体
関
係

 けん銃等の譲渡し等の周旋

　　　 同営利目的

　　 銃砲の製造

武器等製造法上の罰則

法　定　刑罪　　名

け
ん
銃
実
包
関
係

 けん銃実包の譲渡し等の周旋

 ３年以下の懲役（→３年以下の懲役、100万円以下の罰金併科）◇

 けん銃実包の輸入

法　定　刑罪　　名

 けん銃等の発射

 　同組織的・不正権益目的

 無期又は３年以上の懲役

 無期又は５年以上の懲役、3,000万円以下の罰金併科◇

 １年以上10年以下の懲役

 けん銃等の輸入

 　同営利目的

 けん銃等の所持

 無期又は５年以上の懲役、1,000万（→3,000万）円以下の罰金併科◇

 ３年以上の有期懲役

 　　同組織的・不正権益目的  １年以上15年以下の懲役、500万円以下の罰金併科◇

 　複数所持  １年以上15年以下の懲役

 　　同組織的・不正権益目的  １年以上の有期懲役、700万円以下の罰金併科◇

 　加重所持  ３年以上の有期懲役

 　　同組織的・不正権益目的  ５年以上の有期懲役、3,000万円以下の罰金併科◇

 けん銃等の譲渡し等

 　同営利目的

 １年以上10年以下の懲役

 ３年以上の有期懲役、500万（→1,000万）円以下の罰金併科◇

 けん銃等の輸入予備  ５年以下の懲役又は100万円以下の罰金※

 輸入資金提供等  ５年以下の懲役又は100万円以下の罰金※

 ７年以下の懲役又は200万（→300万）円以下の罰金

 　同営利目的  10年以下の懲役、300万（→500万）円以下の罰金併科◇

 けん銃実包の所持  ５年以下の懲役又は100万（→200万）円以下の罰金※

 けん銃実包の譲渡し等  ５年以下の懲役又は100万（→200万）円以下の罰金

 　同営利目的  ７年以下の懲役、200万（→300万）円以下の罰金併科◇

 刃物の携帯禁止違反  １（→２）年以下の懲役又は30万円以下の罰金※

 ２年以下の懲役又は30万円以下の罰金※

 けん銃等・猟銃の発射制限違反  ２（→５）年以下の懲役又は30万（→100万）円以下の罰金※

 その他の銃砲の発射制限違反  ２（→３）年以下の懲役又は30万（→50万）円以下の罰金※


